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① 安全で安定した水道用水供給を持続するための
　 導・送水管路更新の計画的な推進 ................................................... ４，０３１百万円
　 ○導水管更新に伴う不断水分岐弁等製作接合工事　等
　 ○送水管更新工事（Ｒ７～）に向けた設計委託

② 既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の着実な実施........... ３，４８９百万円
　 ○排水処理施設脱水機、粒状活性炭入替等の保全工事
　 ○取水ポンプ電気設備、２系ろ過池サイフォン等の更新工事

③ 企業団を取り巻く環境の変化に的確に対応するための施設能力の強化 .... ８８５百万円
　 ○北千葉浄水場等浸水対策工事（内水氾濫）
　 ○２系沈澱池沈降装置等更新
　 ○水質検査機器の購入　等

〈重点施策〉

令和６年度予算の概要 　令和６年度予算は、第１５次経営戦略に掲げた施策に基づき、以下の３つの重点施策を着実に推進
するための経費を計上しました。水道水をつくるための電気代や施設整備費などのコストは増加傾向
にありますが、いつでも安全で良質な水道水をお届けできるよう、健全な事業運営に努めてまいります。

人事行政運営等の状況

年間総給水量 1億6,947万㎥　前年度比 100.9%（東京ドーム約137杯分）

〈構成団体への給水量（千葉県営水道・７市営水道）〉

1 職員給与の内容1 職員給与の内容 2 職員に関する状況2 職員に関する状況

3 職員の勤務時間その他勤務条件3 職員の勤務時間その他勤務条件

北千葉広域水道企業団職員の人事や給与などの状況についてお知らせします。
（地方公務員法及び企業団条例に基づいて公表している内容です。）
詳細はホームページでご覧いただけます。

　地方公営企業職員の給与は、「地方公営企業法」により、
一般家庭の生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共
団体の職員並びに民間事業の従事者の給与の状況等を考慮
して定めることになっています。
　当企業団では、千葉県等構成団体の給与制度に準拠して
定めた条例に基づいて、給与を支給しています。

■職員の初任給

（令和５年４月１日現在）
学校卒業後、すぐに採用された場合の初任給です。

大学卒業

高校卒業

区　　分

202,400円

170,900円

月　　額

　当企業団は、日勤職員のほか浄水場を２４時間運転管理するため交替制勤
務職員を置いています。

交替制
勤務職員

日勤職員 1日あたり7時間45分
1週間あたり38時間45分

勤務時間区分 開始時刻 終了時刻 休憩時間 年次休暇

8時30分 17時15分 12時～13時

1勤務あたり15時間30分 16時45分 翌日9時15分 1時間

１年度最高20日
（20日限度で繰越可能）
職員平均取得実績
13日5時間（令和4年度）

総務調整室 047-345-3211●お問い合わせ

※職員の休暇制度は、表に掲げる年次休暇のほか療養休暇、特別休暇等があります。

■年齢別職員数（構成比）

　今後、50歳代の職員が順次定年退職を迎えることから、年齢構成の平準化に
配慮した計画的な職員採用に努めることとしています。
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一日あたりの最大給水量（計画） 525,000 m³
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（令和５年３月３１日現在）

夜間勤務手当などその他

給　料

扶養手当

地域手当

住居手当

その他

職員１人当たり平均支給年額　242千円時間外勤務
休日勤務手当

支給対象職員1人当たり平均支給年額  9,031円
職員全体に占める手当支給職員の割合  25.30%
手当の種類 6種類
支給額の多い手当 浄水等作業手当､危険作業手当
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給料表に定める額

子    10,000円
16歳から22歳までの子   1人5,000円加算
子以外の扶養親族  1人6,500円

8%

家賃の額に応じて28,000円を限度に支給
（家賃16,000円を超える場合に限る）

通勤手当、管理職手当など

１人当たり平均支給年額　 1,545千円
期末手当 2.40月分　勤勉手当 2.00月分
※職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。

特殊勤務手当
危険、不快、不健康、困難
などの著しく特殊な勤務
に従事したときに支給

期末・勤勉手当
民間企業のボーナスに
相当する手当

■職員の平均年齢、平均給料月額、
　平均給与月額 （令和５年４月１日現在）

※給与月額とは、月々支給される給料と諸手当（期末・勤勉手当、
退職手当を除くすべての手当）の合計をいいます。

42歳5月 308,165円 396,600円

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

■特別職の給料・報酬
（令和５年４月１日現在）

※期末手当には、一般職と同様の加算措置があります。

企業長（常勤）

議　長

副議長

議　員

区　　分

720,000円

 27,000円

 26,000円

 25,000円

報酬月額 期末手当

6月期
 2.20月分
12月期
 2.20月分
計 4.40月分

■職員数 （令和５年４月１日現在）

※職員数は、一般職に属する職員数です。

８３人
〔９８人〕

８３人
〔９８人〕

０人
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Ｒ５ Ｒ４ 増減

－

増減の理由

 職  員  数
 〔条例定数〕

区　分

m³/日

［資本的収支］ 
水道施設を整備するための予算

収入
１０
億円

支出
１０１
億円

借入金
１０

水源を取得するための負担金
１

老朽化施設を
更新するための事業費

８０

借入金の返済
２０

減価償却費などから生じる
内部留保資金で補てん

９１

（消費税込み数値　単位：億円）

［収益的収支］ 
水道水をつくるための予算

収入
１３３
億円

支出
１２４
億円

動力・薬品・修繕など
水道水を供給するための費用

６４
給水収益

（構成団体からの給水料金収入）
１２５ 借入金に対する

支払利息
４

減価償却費など
５６

収支差益
（消費税控除後）

１
その他
８

（消費税込み数値　単位：億円）

資本的収支とは、「水道施設の整備や更新のためのお金」
です。国からの借入金などの収入と水道施設を整備・更新
するための工事費などの支出から構成されています。

家計に置き換えると
銀行からの借入、住宅ローン
の返済、車の購入費など

収益的収支とは、「日々の事業を運営するためのお金」
です。 構成団体からの給水料金などの収入と水道水を
供給するための費用などの支出から構成されています。

家計に置き換えると
給料、食費、
光熱費など
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